
<国会議員関係政治団体 E資金管理団体以外の政治団体用>
(そ の 1)

(ふ り が な )

収 支 報 告 書

tr、去勝>"とう際が■罰づんヽ川鬱 Iゝ

//3/ねD

赤 為

令和 年分

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

年

月 日まで

1政 治 団 体 の 名 称

2 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

3代 表 者 の 氏 名

4会 計 責 任 者 の 氏 名

事務担当者

氏名

電話

電話

【
〔

氏糸

資金管理団体の指定の有無

有

無 (以下、この欄の記載不要です。)

公 職 の 種 類

資 金 管 理 団 体 の

届 出 を した者 の氏 名

レ

資金管理団体の指定の期間

年

月 日まで

記入もれ注意

チェックもれ注意

政治団体の区分

□
房
□

政 党 の 支 部

そ の 他 の 政 治 団 体

そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

チェックもれ注意

活動区域の区分

2以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等

同 一 の 都 道 府 県 の 区 域 内

国会議員関係政治団イ本の区分

□  政治資金規正法第 19条 の 7第

第 1号 に係 る国会議員 治団体

政治資金規正法 条の 7第 1項

第 2号イ 国会議員関係政治団体

公職 の の氏名

種 類職 の

受
付
欄



(そ の 2)

1 収支の総括表

2 収入項目別金額の内訳

収支の状況
必ず記入してください。
(0の場合は0と記入)

ど密′aFヨー

円

羊″ す,4,o一
生ゴ2齢わ,,一

←}一
l  '

J~より

収 入 総 額

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

(本 年 の 収 入 額 )

支 出 総 額

翌 年 へ の 繰 越 額

(1)個人の負担する党費又は会費

半4/す必,っ一
円

どク

金 額

員 数 (党費又は会費を納入 した人の数)

(2) 寄 附

備 考

記入 もれ注意 (ア )+(イ )+(ウ )

金 額

共
円

/′―つ′00 -
1 r

u ′L´、 ヵ

R為鷺奥瑠逹ゴ
V

V

+7沐 。.''D

ア 寄附 (イ を除く。)の区分

(ア )個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附)

(イ )法人その他の団体からの寄附

(ウ )政 治 団 体 か ら の 寄 附

′J 計 ( ア ) + ( イ ) 十 ( ウ )

(寄附の うち寄附のあつせんによるもの)

イ 政 党 匿 名 寄 附

合   計 (ア +イ )

メ



(その 3)

(3)機関紙誌の発行その他の事業による収入

備 考金 額

円

薬クタク矛́ っ=
里冒οοっ一

釆
=ル

モθρ一
■歩状″″〃

一

事 業 の 種 類

.%舞

「
、D ヽ

/

こ の 頁 の 小 計

△
口 計

]ヽ



(その 7)

太

備考
職業 (団体にあつては、

代表者の氏名)

住     所
(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

寄 附 者 の 区 分(7)寄 附 の 内 訳

年 月 日金  額

円

斗/よ宝βθο一

軍″ 認形一

寄 附 者 の 氏 名
(団 体にあっては、その名称)

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附

△
口 計

(注 1)同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、
寄附者 (団体)ごとに記載すること。

(注 2)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団
又は政治団体の 「寄附者の区分」ごとに、最後の頁に記載す

体
ること。

タ



(その13)

3 支出項目別金額の内訳

記入もれ注意

記入もれ注意 ア+イ +ウ十エ

記入もれ注意

考備

昇 ′′′―

″〃 イ
′

=

2

← "″
~

?4

半 移ヶク_夕
′″―

半′夕,7′身
「

,Ⅲ 2と ぉ 4-

額金

弊ど,ぅv,,一
円

斗 3'7島一
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(1)支 出 の 総 括 表

項 目

費

費(1)

経

件

常

人

1     猪ヨ&

(2) 光 熱 水 費

(3) 備  品 消 耗 品 費

(4) 事 務 所 費

′Jヽ 計

2政 治 活 動 費

費(1)組 織 活 動

(2)選 挙 関 係 費

(3)機 関 紙 誌 の発 行 そ の他 の 事 業 費

(4)調 査 研 究 費

(5) 寄  附 交  付  金

(6)そ の 他 の 経 費

′Jヽ 計

△
口 計 (注)当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に

係る支出については、項目ごとにその額を備考欄に報載し、
併せて(その16)の添付が必要です。

す
///



(その15)

備考
支出を受けた者の住所

(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

( )

支出を受けた者δ氏名
(団体にあつては、その名称)

項 目別区分

年 月 日

斗g今守′,0-
半『

今立νOυ =

額金

円

(3)政治活動費の内訳

支 出 の 目 的

この頁の小計

その他の支出

合   計

‐

(注 1)

(注 2)

1件 5万円以上の支出について記載すること。

「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の 中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。

b



(その15)

備考
支出を受 けた者 の住所

(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

)

支出を受けた者の氏名
´

(団体にあつては、その名称 )

項 目別区分

年 月 日

汁ノ彦fマ′斤
●/ジ痔 D打

額金

円

合   計

この頁の小計

その他の支出

支 出 の 目 的

(3)政治活動費の内訳

(注 1)

(注 2)

1件 5万円以上の支出について記載すること。

「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の 中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。

ク



(その15)

備考
支出を受けた者の住所

(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

( )

支出を受けだ者ゐ氏名
(団体にあっては、その名称 )

項 目別区分

年 月 日

半デク,7′ 〆~

額金

円

半刺守∂イー

(3)政治活動費の内訳

支 出 の 目 的

この頁の小計

その他の支出

合   計

‐

(注 1)

(注 2)

1件 5万円以上の支出について記載すること。

「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の 中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。

=



(その15)

級 癬 (4の 1篭起避賽島   )
備考

支出を受 けた者 の住扉
(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

支出を受 けた者の氏名
(団体にあつては、その名称)

項 目別区分

年 月 日

(3)政治活動費の内訳

金 額

円

升 携マゥρ_
器刀 γつ一

支 出 の 目 的

この頁の小計

その他の支出

合   計

(注 1)

(注 2)

1件 5万円以上の支出について記載すること。

「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の 中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。
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(その15)

備考
支出を受 けた者が住所

(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

( )

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

項 目別区分

年 月 日

幣 ウ,鉢一
浄 93.′,【予と

額金

円

(3)政治活動費の内訳

支 出 の 目 的

この頁の小計

その他の支出

合   計

‐

(注 ¶)

(注 2)

1件 5万円以上の支出について記載すること。

「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の 中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。

′0



(その13)

韓考支出を受け
(団体にあつては、主た

氏名
そのお幣)てとま、

けた者の
つあ

を受出支
(団体に

項目剛区分

年 月 爵

~Tみ′ ,|″

i4先と″,工
｀

打

関

金    額

その他の支出

合   計

の珂ヽ計この買

支 出 の 目 的

●〉政治耐 費の内訳

(滋 1)1件 6万円撃止0支出について構熟すること。

(滋2)『
の

′/

,1

Υ粥秘難難殷織鶏盤畠報理PJ



(その17)

1 資産等の総括表

(注 1)

(注 2)

項 目ごとの資産の有無について、 「□」内に 「レ」を記入すること。

有に記入 した場合、項 目別に様式 (その18)に 内訳を記載すること。

資 産 等 の 状 況

資産等の有無

備  考鉦

画

Ⅳ

Ⅳ

ビ

区

/

画

噺

画

圧

有資 産 等 の 項 目 別 区 分

ア  土 地

イ 建 物

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

エ 取得の価額が100万円を超える動産

オ 預金 (普通預金及び当座預金 を除 く。)又は貯金 (普通貯金を除 く。 )

力 金 銭 信 託

キ 有 価 証 券

ク 出 資 に よ る 権 利

ケ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金

コ 支払われた金額が100万円を超える敷金

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利

シ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金

海



(その20)

(備考 )

1会計責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を

証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行 うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限 りでない。

2政治団体の解散に伴 う報告書の場合は、会計責任者の氏名のほか、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提

出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、これ らの者の代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及

び本人確認書類の提示又は提出を行 うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限 りでない。

圭
日

抵
爵

と旦

代表者は解散時のみ

添付書類 (別添のとお り)

1 領収書等の写 し

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成 したものであつて、真実に相違ありません。

令和 二多 年
十

月
テ ィ

ン 日

政治団体の名称

ヽ

⑭会計責任者の氏名

(代表者の氏名 (F「))

記入もれ注意

疹


